
収納の事務を委託することができる歳入等に関する要綱 

 

（目 的）  

第１条 この要綱は、大阪市会計規則（昭和39年大阪市規則第14号。以下「規則」とい

う。）第35条の規定による収納の事務の委託に際し必要な事項を定めることを目的とす

る。  

 

（市長が定める歳入等） 

第２条 規則第35条第１項第20号に規定する市長が定める歳入等については、次のとおり

とする。  

（１） 市税と併せて賦課徴収する府税及び国税並びにそれらに係る延滞金、過少申告加算

金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費  

 

附 則  

1 この要綱は令和６年４月１日から施行する。 


